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高知大学ネーミングライツ実施事業者選定に係る審査基準 

 

国立大学法人高知大学ネーミングライツ事業募集要項（以下「募集要項」という）におい

て、ネーミングライツ実施事業者（以下「実施事業者」という）の選定にあたり、以下の基

準により審査を行うものとする。 

 

１．実施事業者の選定手順 

（１）財務課（事務局）による応募資格等の事前審査 

財務課（事務局）は、応募資格等の事前審査を行う。 

（２）ネーミングライツ審査委員会による審査 

ネーミングライツ審査委員会（以下「審査委員会」という）は、上記（１）の結果に

ついて確認する。また、提案内容を基に審査項目別審査を行い、実施事業者を選定する。 

２．審査方法等 

（１）応募資格等審査 

事業実施申込書等の提出書類に基づき、事務局による全ての応募者を対象に以下の

とおり応募資格等の審査を行うこととし、必要に応じて関係者への聞き取り調査も実

施する。 

  ・募集要項「２（２）応募資格」に定める応募資格を満たしていることの確認を行う。 

  ・提案された愛称について、募集要項「２（３）愛称の付与」の要件を満たしているこ

との確認を行う。 

・審査の結果、上記２つの要件を満たしていると判断した場合は、審査委員会による審

査項目別審査を行う。 

（２）審査項目別審査 

応募資格等審査の結果、要件を全て満たしていると判断した応募者を対象に、以下の

とおり審査委員会による審査項目別審査を行う。 

①審査委員 

国立大学法人高知大学ネーミングライツ実施取扱要項第９条（審査委員会）に定める者

とする。 

理事（財務・労務管理担当） 

理事（地域連携・広報・ウェルビーイング担当） 

総務部⾧ 

財務部⾧ 

その他審査する内容に関連する者 

②審査項目等 

  審査委員が審査する審査項目、審査内容及び配点は、別表１のとおりとする。 

③採点基準 
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  採点基準は、別表２のとおりとする。 

④採点手順 

  審査委員は募集対象施設の応募者ごとに審査項目の採点を行う。 

⑤審査結果 

  審査委員の採点を合算し、応募者の中から最も高い合計得点の応募者を実施事業者と

して選定する。 

 合計得点が同点であった場合は、「命名権料」「愛称」「契約期間」の順に各審査項目の合

計得点が高い応募者を実施事業者として選定する。 

 なお、以下の留意事項に該当する場合は実施事業者として選定しない。 

【留意事項】 

 応募金額が最低年間契約額を下回った場合 

 審査項目「愛称」において、愛称として不適切であり、本学の学生教職員に受け入れられ

ないと審査委員会で判断した場合 

 

３．失格条件 

（１）審査の過程において、応募資格を満たさないことが明らかになったとき。 

（２）応募様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合しないとき。 

（３）提出書類に虚偽又は不正があったとき。 

（４）申込書等の提出期間に所定の書類が提出されなかったとき。 

（５）その他不正な行為があったとき。 

別表１ 審査項目および審査内容（募集要項２（８）より） 

項目 要件・基準等 審査内容 配点 

資格要件 資 格 

（事前審査） 

・応募資格を満たしているか。 

・過去に重大な事故及び不誠実な行為を行ってい

ないか。 

・経営基盤が安定しているか。 

○ 

× 

選定基準 愛 称 ・学生、教職員に受入れられるか。 

・施設等のイメージを損なうおそれがないか。 

30 

命名権料 ・本学が設定する最低年間契約額以上であるか。 

・高額であるほど高評価とする。 

40 

契約期間 ・本学の希望契約期間以上であるか。 

・期間が⾧いほど高評価とする。 

20 

応募の趣旨 ・施設等の魅力向上が期待でき、本学に貢献でき

るアピールポイントがあるか。 

10 

判 定 資格要件や選定基準を勘案し、総合的に判断する  
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別表２ 採点基準 

No. 審査項目 審査のポイント 

1 資 格 ・応募資格を満たしているか。 

・過去に重大な事故及び不誠実な行為を行っていないか。 

・決算報告書等から健全な財務状況であるか。 

・契約期間中の支払い能力を有しているか。 

2 愛 称 ・学生・教職員にとって親しみやすさ、呼びやすいものであるか。 

・施設等の設置目的や性格に整合しているか。 

※愛称として不適切であり、学生・教職員等に受入られないと考

えられる場合は、一律「０点」とする。審査委員のうち１名でも

「０点」の採点があり、かつ応募者の中で最も高い合計得点とな

っている場合は審査委員会で個別協議の上、実施事業者への選定

可否の判断を行うものとする。 

3 命名権料 得点については、下記により算出（小数点以下第１位を四捨五入

して算出する）。 

 

【算出式】40 点×応募金額/最高応募金額=得点 

※愛称の審査項目において、実施事業者として選定しないと判断

した応募者の応募金額は、算定から除外する。 

 

（参考例 応募者が複数の場合） 

A 社：応募金額 500 万円（応募者中最高金額）→40 点 

B 社：応募金額 300 万円 

40 点×300 点万円/500 万円→24 点 

 

4 契約期間 ・本学の希望契約期間以上であるか。 

・得点については、以下を基準とする。 

 ３年：12 点 ４年：16 点 ５年：20 点 

5 応募の趣旨 ・施設等の魅力向上が期待でき、本学に貢献できるアピールポイ

ントがあるか。 

・本学の教育研究環境の向上に寄与できる内容が含まれている

るか。 

 


